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  １．開  会 

○事務局（佐々木事業計画担当係長） 皆様、お疲れさまです。 

 開会に先立ちまして、委員の皆様にお願いがございます。 

 本日は、オンラインでご出席いただいている方がいらっしゃいます。このため、ご発言

の際には、発言者が分かるよう、挙手、あるいは、ご発声によりお知らせいただき、司会

を進行する者からお名前を呼ばれた後に発言をしていただきますようお願いいたします。 

 また、発言者が分かるよう、ご発言の前にご自身の名前を名のっていただき、発言内容

が分かるよう、ゆっくりお話しください。 

 発言の中で分からない言葉がございましたら、ご遠慮なくお知らせください。 

 また、主に知的障がいの皆さんに対する取組ですが、３色カードをご存じの方もいらっ

しゃるかと思います。青色が同意します、分かりますという意味です。黄色がもう少しゆ

っくり分かりやすく話をしてくださいという意味でございます。最後に、赤色が難しい言

葉があり分かりません、ストップしてくださいという意味でございます。 

 このカードを本部会でも使用いたしますので、部会の進行においてもご配慮をいただき

ますよう、あらかじめよろしくお願いいたします。 

 なお、本日、議事録作成のため、有限会社札幌速記事務所の方が参加しております。議

事録作成のために録音、録画をさせていただきますため、あらかじめご了承願います。 

 事務局からは、以上となります。 

○事務局（児玉企画調整担当課長） それでは、ただいまから、令和５年度第２回札幌市

障がい者施策推進審議会計画検討部会を開催いたします。 

 本日は、お忙しい中をご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 私は、札幌市障がい保健福祉部企画調整担当課長の児玉でございます。改めまして、よ

ろしくお願いいたします。 

 本日の会議時間は２時間を予定しておりますが、進行状況によりましては前後いたしま

す。申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。 

 

  ◎委員紹介 

○事務局（児玉企画調整担当課長） それでは、本日ご出席されている委員の皆様をご紹

介させていただきます。 

 ご所属、名前を読み上げさせていただきます。 

 まずは、札幌市身体障害者福祉協会会長の浅香部会長でございます。 

 続きまして、北海道医療大学看護福祉学部講師の近藤副部会長でございます。 

 続きまして、株式会社シムス代表取締役の斎藤委員でございます。 

 続きまして、愛和福祉会札幌障がい者就業・生活支援センターたすく所長の松本委員で

ございます。 

 続きまして、札幌療育会相談支援事業所ノック所長の荒川委員でございます。 
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 続きまして、北海学園大学工学部教授の石橋委員でございます。 

 続きまして、札幌市精神障害者回復者クラブ連合会会長の石山委員でございます。 

 続きまして、札幌市精神障害者家族連合会会長の菅原委員でございます。 

 続きまして、札幌みんなの会事務局長の原田委員でございます。 

 続きまして、札幌市手をつなぐ育成会会長の長江委員でございます。 

 続きまして、北海道学習障害児・者親の会クローバー事務局長の長田委員でございます。 

 続きまして、札幌地区重症心身障害児（者）を守る会会員の時﨑委員でございます。 

 以上、本日は、１２名の委員にご出席いただいております。 

 なお、北海道難病連の増田委員からは、ご欠席のご連絡をいただいております。 

 

  ◎事務局紹介 

○事務局（児玉企画調整担当課長） 続きまして、事務局を紹介いたします。 

 障がい福祉課長の立野でございます。 

 自立支援担当課長の渡邊でございます。 

 その他関係職員が出席しております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

  ◎資料の確認 

○事務局（児玉企画調整担当課長） 続きまして、お配りしております資料の確認をお願

いいたします。 

 事前にお送りしている資料は、資料１から資料４までとなっております。また、前回話

題になりました福祉避難スペース要配慮者２次避難所のご案内も併せて机上に配付させて

いただいております。ご確認ください。 

 それでは、ここからの進行は浅香部会長にお願いしたいと思います。 

 浅香部会長、よろしくお願いいたします。 

 

  ２．議  事 

○浅香部会長 皆さん、こんにちは。 

 第１回目の会議から３週間もたっておりませんけれども、また、暑くなりましたけれど

も、皆さん、お変わりございませんか。 

 さて、この会議がつくり上げようとしているさっぽろ障がい者プランは、前回の会議で

も説明がありましたが、来年度、令和６年度からの６年間の札幌市の障がい児・者福祉の

目指すべき、そして、あるべき姿を決める大変な重要な会議だと認識をしております。 

 限られた時間ではありますけれども、ベストなプランをつくり上げたいと思っておりま

すので、有意義な会議となりますよう、よろしくお願いいたします。 

 まず、会議の進め方について確認をいたします。 

 冒頭、事務局からも案内がありましたが、ご発言の際には、発言者、発言内容が分かる
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よう、なるべくゆっくりお話ししていただきたいと思います。 

 また、３色カードの使用はもちろんのこと、発言の中で分からない言葉などがありまし

たら、遠慮なくその場でお申しつけください。 

 それでは、議事に移りたいと思います。 

 議題１の審議事項１、重要課題と施策体系（案）についてです。 

 資料１に基づいて、事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局（児玉企画調整担当課長） それでは、資料１につきまして、私からご説明させ

ていただきます。 

 重要課題と施策体系（案）をご覧いただきたいと思います。 

 こちらは、さっぽろ障がい者プランの障がい者計画に当たる部分でございまして、内閣

府が作成しております障害者基本法に基づいて策定しております。 

 障がいのある方の自立、社会参加のための支援等について、その基本的な施策を定める

ものでございます。 

 おめくりいただきまして、１ページ目の基本理念・基本目標と重要課題でございます。 

 まず、基本理念につきましては、誰もが互いにその個性や能力を認め合い、多様性が強

みとなる社会の実現としております。 

 こちらですが、３ページをご覧いただけますでしょうか。 

 ３ページ、４ページは、昨年１０月に策定されました札幌市のまちづくりの最上位計画

であります第２次札幌市まちづくり戦略ビジョンの抜粋でございます。 

 右側の４ページになりますが、まちづくりの重要概念を三つ定めております。 

 ユニバーサル（共生）、ウェルネス（健康）、スマート（快適・先端）がございまして、

その中の一番上のユニバーサル（共生）でございますが、この中で、誰もが互いにその個

性や能力を認め合い、多様性が強みとなる社会を実現するという目標を挙げておりますの

で、今回の我々の障がい者プランにつきましても、こちらを基本理念に挙げさせていただ

いております。 

 では、資料の１ページに戻りまして、三角形の基本目標でございます。 

 一番下の基本目標Ⅰのあらゆる障壁をなくし社会参加できる環境づくりでございます。 

 こちらの基本目標は全ての土台づくりというふうに考えておりまして、当事者の皆様と

いうよりも、全ての市民を対象とした目標でございます。 

 具体的には、右の２ページ目の基本施策を見ていただきたいと思います。 

 １の差別の解消・権利擁護の推進・虐待の防止、また、２のバリアフリーの推進、３の

情報アクセシビリティの向上・意思疎通支援の充実、４の障がい者等の理解促進といった

ものを基本目標Ⅰで達成しようと考えております。 

 続きまして、基本目標Ⅱの身近な地域で安心して暮らすことができる環境づくりでござ

います。 

 こちらは、当事者におかれましては、最低限の生活を支える目標というふうに考えてお
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ります。 

 同じく２ページ目の真ん中の基本施策につきましては、５の自立・相談の支援、６の保

健・医療の推進、７の安全・安心の実現ということを基本施策に挙げております。 

 続きまして、三角形の頂上の部分になります基本目標Ⅲの生きがいを持って自分らしく

暮らすことができる環境づくりでございます。 

 こちらは、先ほどの基本目標Ⅰ、基本目標Ⅱの土台の上に、当事者の自己実現を図る上

で目標とするものでございます。 

 同じく２ページ目の基本施策でいきますと、８の療育・教育の充実、９の雇用・就労の

促進、１０の文化芸術・スポーツの振興に当たるものでございます。 

 １ページ目の下の重要課題でございますが、全ての基本目標を達成するための施策の柱

を考える際の言わば横串として、三つの重要課題を設定しております。 

 ５ページ以降で、それぞれの重要課題の設定理由をやや詳しく説明しておりますので、

５ページをご覧いただきたいと思います。 

 まず、重要課題１のバリアフリー環境の整備と心のバリアフリーの普及啓発でございま

す。 

 こちらの理由は、３点挙げておりまして、まず１点目は、政府においては、東京オリパ

ラの開催を契機として、ユニバーサルデザインのまちづくり、心のバリアフリーを推進し

ているところでございます。 

 ２点目ですが、心のバリアフリーは、様々な心身の特性や考え方を持つ全ての人々が相

互に理解を深めようというふうにコミュニケーションを取り、支え合うと定義されており

ますが、その意味も含めて、社会における浸透がなかなか進んでいないという状況でござ

います。 

 ３点目でございますが、札幌市では、先ほど触れましたが、第２次札幌市まちづくり戦

略ビジョンにおきまして、誰もが互いにその個性や能力を認め合い、多様性が強みとなる

社会の実現、ユニバーサルをまちづくりの重要概念と挙げているところでございます。 

 これらのことから、矢印の下の囲みでございますが、移動環境や建物等のバリアフリー

化はもちろんのこと、多くの市民が心のバリアフリー（互いに支え合うこと）について理

解できるような取組を進め、日常生活など様々な場面における障壁や困難を解消し、誰も

が他者とつながり交流できる環境を整えていく必要があるというふうに考えているところ

でございます。 

 続きまして、７ページをご覧いただきたいと思います。 

 重要課題２の感染症拡大や災害発生時なども見据えた孤独・孤立対策でございます。 

 こちらを重要課題とした理由でございますが、１点目は、令和２年以降、感染症の感染

拡大は国民生活に様々な影響を及ぼしておりますし、さらには、災害発生時において、特

に障がいのある方を含め、脆弱な立場に置かれている人々が大きな影響を受けているとい

うふうに考えています。 
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 ２点目です。感染症拡大防止のため、身体的距離の確保やマスク着用などの新しい生活

様式の実践が求められておりますが、これらによってコミュニケーション方法の制約等が

生じ、情報取得等に困難を抱える障がいのある方もいらっしゃるという状況だと思います。 

 ３点目ですが、感染拡大防止措置の影響によりまして、社会に内在していた孤独・孤立

の問題が現れて、深刻化している状況だと思っています。表面化しにくい構造となってお

ります、ケアラー、ヤングケアラーといった障がいのある方の家族なども含め、今現在、

支援が必要になっているというふうに考えております。 

 そこで、矢印の囲みになります。 

 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の施行を踏まえた取組で

すとか、障がいのある方が円滑にアクセスできるような配慮したデジタル社会の実現に向

けた取組、ケアラー、ヤングケアラーの支援のほか、災害対策基本法改正による個別避難

計画の策定など、非常時に障がいのある方が受ける影響にも留意した取組を進めていく必

要があるというふうに考えております。 

 続きまして、９ページ目をご覧いただきたいと思います。 

 重要課題３の持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現でございます。 

 １点目ですが、平成２７年、２０１５年９月にサミットにおいて全会一致で採決された

ＳＤＧｓは、誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指すと

いうことになっております。 

 ２点目でございます。誰一人取り残さないというＳＤＧｓの理念でございますけれども、

こちらは、札幌市が取り組む障がい者施策の推進とほぼ考えが同じなのではないかという

ふうに考えています。行政、市民、事業者といった様々な関係者が共生社会の実現という

目標の実現に向け、協力して取組を推進することが求められております。 

 ３点目でございますが、国におきましても、障害者文化芸術推進法の施行によりまして、

文化芸術活動を通じて、障がいのある方の個性と能力の発揮及び社会参加、それと、読書

バリアフリー法の施行によりまして、障がいの有無にかかわらず全ての国民がひとしく読

書を通じて文字、活字文化を享受することができる社会の構築を進めているところでござ

います。 

 これらのことから、矢印の下の囲みでございますが、全ての国民が障がいの有無にかか

わらず、ひとしく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるとする障害

者基本法の理念にのっとりまして、障がいのある方の権利擁護として、事業者に対して合

理的配慮の提供を義務化した改正障害者差別解消法の理解促進、虐待防止の取組、障がい

のある子どもの支援を進めるとともに、誰もが多様な選択肢を持ち得る社会を構築する必

要があるというふうに考えております。 

 今後、これら三つの重要課題が具体的な施策を考える上での横串というふうに考えてお

ります。 

 例えば、２ページ目をご覧いただきたいと思います。 
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 一番上の一番右側の施策の柱の①障がいを理由とする差別解消、②権利擁護等の推進は、

重要課題３の持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現ということはもちろんでござい

ますけれども、重要課題２で触れております災害発生時、特に軽視されがちな障がいがあ

る方の権利擁護にも取り組んでいきたいと考えているところです。 

 なお、具体的な事業については、次回の審議会でご審議いただくことになりますので、

よろしくお願いいたします。 

 資料１の説明は、以上でございます。 

○浅香部会長 それでは、ただいまの事務局説明につきまして、ご質問等があれば挙手、

または、ご発声等でお知らせしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○菅原委員 一つ伺いたいのですが、たしかさっぽろ障がい者プランの作成に当たって、

各障がい者団体にヒアリングをされたと思うのですが、それについて、何かこちらで発表

されるということはあるのでしょうか。 

○事務局（児玉企画調整担当課長） 発表の時間は取っておりませんでした。 

 ただ、前回お配りいたしました実態調査の報告書にヒアリング内容はまとめております。 

○菅原委員 分かりました。ありがとうございます。 

○浅香部会長 そのほかにはいかがでしょうか。 

 私から、６ページの表の下の心のバリアフリーについて、「知らなかった」「詳しい意

味は知らなかったが、名前だけは聞いたことがあった」を合わせると８０％強なのですけ

れども、他都市の状況を分かる範囲内でお知らせいただければと思います。 

○事務局（児玉企画調整担当課長） 今、手元に資料がないのですけれども、全国的にも

ほとんど変わらない数字だったと思います。 

 たしか国の国土交通省の調査があったと思うのですが、札幌市とあまり変わらない数字

だったというふうに記憶しています。 

○浅香部会長 分かりました。ただ、とっても胸の詰まるような数字なものだから悲しく

なってしまうなと思って質問をさせてもらいました。 

 言葉遣いの部分でもう一つ、７ページの丸の二つ目なのですけれども、感染症拡大防止

のため身体的距離の確保やマスク着用等の新しい生活様式の実践が求められた中と過去形

になっていいのでしょうか。「求められる中」ではなくて、「求められた中」でいいので

しょうか。 

○事務局（児玉企画調整担当課長） そうですね。確かに、まだ感染が完全に収まってい

るわけでもなく、生活様式が求められている状況ですので、「求められる」の現在形のほ

うがいいかもしれないですね。 

 修正します。ありがとうございます。 

○浅香部会長 雑駁にマスク着用というのも、つけてもつけなくてもいいよと政府のお墨

つきが出ているところで、こういう文章をつけてもいいものなのかなと思って、併せて感

じたものですから、後ほど検討していただければと思いますので、よろしくお願いしたい
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と思います。 

 そのほかにいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○浅香部会長 それでは、まだお気づきのことがあったら、後ほど全体的に質問していた

だければと思います。 

 それでは、次の議題に移らせていただきます。 

 議題２の審議事項、成果目標（案）についてです。 

 資料２、資料３、資料４に基づいて事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局（児玉企画調整担当課長） ここからは、障害者総合支援法に基づく札幌市障が

い者福祉計画（第７期）と児童福祉法に基づく札幌市障がい児福祉計画（第３期）につい

てご説明させていただきます。 

 では、資料２でございますが、まず、おめくりいただきまして、資料２では、国の目標、

国の成果目標と一番右側の備考欄の中で、市の計画でどのように取り扱うかを記載してお

ります。 

 この表の中で、グレー色がついているところは、北海道の計画に定める、もしくは、既

に札幌市では達成済みのため、今回の計画では設定しないものとなっております。 

 資料３では、具体的な市の目標値などを記載しておりますので、並べてご覧いただきた

いと思います。 

 また、資料４では、計算方法などをやや細かく記載しております。参考までにご覧いた

だければと思います。 

 では、資料２の成果目標①の施設入所者の地域生活への移行でございます。 

 １の福祉施設の入所者の地域生活への移行に関する目標についてということで、国では、

令和８年度末時点で令和４年度末の施設入所者数の６％以上が地域生活へ移行するとして

おりますが、札幌市では、資料３でございますが、４．２％以上の方が地域生活に移行す

ることを目指すとさせていただいております。 

 こちらは、過去３か年の平均値から推計したものでございます。 

 続きまして、資料２の成果目標①の２の施設入所者数の削減に関する目標についてでご

ざいます。 

 国では、令和８年度末時点で令和４年度末時点の施設入所者数を５％以上削減するとい

うふうにしております。 

 資料３になりますが、札幌市では、２０２６年度末、令和８年度末の施設入所者数を約

５．９％以上減少するということを目指しております。 

 続きまして、資料２の成果目標②の精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構

築でございますが、こちらの３点は、いずれも北海道の障がい福祉計画で定める項目とな

っておりますので、今回の札幌市の障がい者プランでは設定しておりません。 

 では、続きまして、成果目標③の地域生活支援の充実でございます。 
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 １の地域生活支援の充実に関する目標についてですが、国では、令和８年度末までの間、

各市町村において地域生活支援拠点を整備するとともに、その機能の充実のため、コーデ

ィネーターを配置するなどにより効果的な支援体制の構築を進め、また、年１回以上、支

援の実績等を踏まえ運用状況を検証及び検討することを基本とするとなっております。 

 今回、市におきましては、資料３の１ページ目の成果目標③の１で、２０２６年度末ま

での間、地域生活支援拠点等について、年１回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況を検

証及び検討し、効果的な支援体制の構築を進めますと目標を定めております。 

 続きまして、資料２の成果目標③の２のところですが、強度行動障害を有する者への支

援体制の充実についてでございます。 

 こちらは、新規の項目になっております。令和８年度末までに、強度行動障がいを有す

る者に関して、各市町村または圏域において、支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進

めることを基本とするとしております。 

 これは、札幌市においても全く同様に、強度行動障がいを有する者の支援ニーズを把握

し、支援体制の整備を進めますと目標を定めさせていただいております。 

 続きまして、資料２の成果目標④の福祉施設から一般就労への移行等でございます。 

 １は、就労移行支援事業所等を通じた一般就労への移行に関する目標でございます。 

 国においては、就労移行支援事業所等の利用を経て一般就労に移行する者の数を令和３

年度実績の１．２８倍以上とするとしております。また、それぞれ就労移行支援事業所に

おいては１．３１倍、就労継続支援Ａ型事業については１．２９倍、就労継続支援Ｂ型事

業については１．２８倍としております。 

 札幌市におきましては、資料３の成果目標④の１にございますように、全体では１．１

８倍、それぞれの施設においては、就労移行支援事業所を通じるものは１．１倍、Ａ型に

つきましては１．０３倍、Ｂ型につきましては１．５倍という目標を掲げております。 

 続きまして、資料２の成果目標④のオ、新規項目でございますが、就労移行支援事業所

のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が５割以上の

事業所を５割以上とするということでございます。 

 市におきましては、２ページ目でございますが、こちらは国と同じでございます。④の

１（オ）就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める割合が５割以

上の事業者を５割以上とするとしております。 

 ちなみに、現在、札幌市においては４０％となっております。 

 続きまして、資料２の成果目標④の２の一般就労後の定着支援に関する目標についてで

ございます。 

 こちらは、国では拡充となっておりますが、就労定着支援事業の利用者数は、令和８年

度末の利用者数を３年度末実績の１．４１倍以上とするとなっております。 

 札幌市においては、資料３の２ページ目ですが、国と同じく１．４１倍以上を目指すと

しております。 
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 次に、資料２の一番下ですけれども、国では新規項目になっております就労定着率につ

いて、札幌市においては、既にこの項目は達成済みのため、今回のプランには掲載してお

りません。 

 続きまして、資料２の２ページ目の成果目標⑤の障がい児支援の提供体制の整備等でご

ざいます。 

 １の障害児に対する重層的な地域支援体制の構築についてでございますが、この継続、

拡充の事業は、いずれも札幌市におきましては達成済みでございます。 

 継続のところで、児童発達支援センターを各市に少なくとも一つということでございま

すが、現在、本市においては、私立で７つ、公立で２つのセンターがございます。 

 拡充では、障がい児の地域社会の参加、包容を推進する体制を構築とになっております

が、札幌市におきましては、障がい児地域支援マネジメント事業等々で障がい児通所支援

事業所等との調整をしておりますので、これについては、達成済みというふうに考えてお

ります。 

 続く２の難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築については、北海道の障が

い福祉計画で定める項目のため、札幌市では設定しておりません。 

 続きまして、資料２の成果目標⑤の３の重症心身障がい児・医療的ケア児への支援につ

いてでございます。 

 こちらは継続になっておりますが、国の目標であります児童発達支援事業所及び放課後

デイサービス事業所等を１か所以上設置ということについては、札幌市では既に達成済み

のため設定しておりません。 

 次の項目の国における拡充でございますが、令和８年度末に医療的ケア児支援センター

を設置し、医療的ケア児等の支援を総合調整するコーディネーターを配置すること、各市

町村において、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための

協議の場を設けるとともに、各市町村において医療的ケア児等に関するコーディネーター

を配置することを基本とするとなっております。 

 資料３をご覧いただきたいと思いますけれども、こちらの成果目標⑤の３におきまして、

２０２６年度末までに医療的ケアを必要とする障がいのある子ども等やその保護者に対す

る支援体制のさらなる充実を目指しますということで、札幌市の障がい者プランに反映す

る予定でございます。 

 また、資料２に戻っていただきまして、４の障害児入所施設からの円滑な移行調整につ

いてでございます。 

 これは新規の項目でございます。 

 国では、入所している児童が１８歳以降、大人にふさわしい環境へ円滑に移行できるよ

うに、令和８年度末までに各政令市において移行調整に係る協議の場を設置することを基

本とするとなっております。 

 札幌市におきましても、資料３の成果目標⑤の４で、入所している児童が１８歳以降、



- 10 - 

 

大人にふさわしい環境へ円滑に移行できるように、必要に応じて、２０２６年度末までに

移行調整に係る協議の場を設置することを目指すとしております。 

 続きまして、資料２に戻っていただきまして、最後に、成果目標⑦の障害福祉サービス

等の質を向上させるための取組に係る体制の構築でございます。 

 国では、継続として、令和８年度末までに、市町村において、サービスの質の向上を図

るための取組に係る体制を構築するとなっております。 

 札幌市におきましては、資料３の成果目標⑦で、令和８年度末、２０２６年度末までに

障がい福祉サービス等の質の向上を図るための取組の実施体制を確保していくほか、事業

所支援の取組を推進するということで、現行の取組の継続を考えております。 

 そして、資料３の最後に、札幌市の独自目標を掲載しております。 

 障がいのある人に対する理解促進でございますが、こちらにつきましては、障がいのあ

る方にとって地域で暮らしやすいまちであると思う障がいのある方の割合が１００％とな

ることを目指すとしております。 

 同じく保護者の方も１００％というふうに考えておりまして、こちらは、共生社会の実

現で最も重要な目標であると考えていますので、将来的に目指す取組ということで、意気

込みも含めて１００％という目標にさせていただいております。 

 長くなりましたが、説明は以上でございます。 

○浅香部会長 それでは、ただいまの説明に対しまして、ご質問等があればお願いしたい

と思います。 

○荒川委員 相談支援部会の荒川です。 

 資料３の成果目標①の福祉施設の入所者の地域生活への移行のところで確認させてくだ

さい。 

 １番は４．２％以上の方で、２番は５．９％以上減少するというところですけれども、

これは、１番は地域生活に移行する数で、２番の減少ということは自然死みたいなものも

含まれるということでしょうか。 

○事務局（児玉企画調整担当課長） お見込みのとおりでございます。 

○荒川委員 ありがとうございます。 

○浅香部会長 そのほかにはいかがでしょうか。 

○斎藤委員 子ども部会の斎藤です。 

 一番最後にご説明がありました札幌市が独自に設定する目標は大いに評価したいと思い

ますが、この中で、「障がいのある子どもにとって地域で暮らしやすいまちであると思う

保護者の割合が２０２６年度末に１００％となることを目指します」とあります。私は、

大いに結構だと思いますが、この実現は絵に描いた餅になるのではないかと思っておりま

す。 

 その理由の一つは、先ほど、この前にご説明がありました資料１の１０ページに障がい

児調査結果というのがございました。それを見ますと、「あなたや保護者の方は、過去３



- 11 - 

 

年間に、障がいがあるために差別をうけるなど、いやな思いをしたことがありますか」と

いう問いに回答しているわけですが、その回答の評価で、差別経験の有無が「ある」が４

５．１％、「ない」が５３．５％で、したがって、「差別経験の有無については、『ない』

が５３．５％と最も高く、次いで『ある』が４５．１％」と書いてあります。あたかも差

別経験のない人のほうが圧倒的に多いというような評価をしておりますが、実は、これは

３５９件の回答のうちの４５．１％と５３．５％で、多分、２名か３名かの違いでしかな

いと思うのです。 

 そうであれば、この評価は、差別を受けた、嫌な思いをしたことがあるという方が半数

いるという評価でなければおかしいのではないかと思います。圧倒的に差別経験がない人

が多いというような評価をしているうちは、私は、大変申し訳ないのですが、札幌市でせ

っかく独自に設定した目標の１００％は、恐らく、絵に描いた餅になるのではないかなと

いうふうに思っています。 

 いかがでしょうか。 

○事務局（児玉企画調整担当課長） 確かに、おっしゃるとおりだと思います。 

 １００％になるのは相当厳しいと思いますし、実際、このようなアンケート結果もござ

いますが、一応、我々は、あくまでもここを目指すのだという数値と考えております。 

 ご理解をいただければというふうに考えています。 

○浅香部会長 ほかにございませんか。 

○長田委員 親の会クローバーの長田です。 

 右側に備考欄がありますよね。今、斎藤委員がおっしゃったことも含めて、現行の取組

を継続の具体的な内容というのが見えてきていないのです。 

 それから、成果目標①の施設入所者の地域生活への移行というところで、現行計画で設

定の具体的な中身は、やはり利用者側がそういうことを知っていかなければならないなと

思いました。 

○事務局（児玉企画調整担当課長） 具体的な取組につきましては、現在の取組はもちろ

んなのですけれども、新規の事業も幾つかございます。 

 それについては、次回の審議会でお示しできればというふうに考えております。 

○浅香部会長 斎藤委員はどうですか。 

○斎藤委員 何と言っていいのか分かりませんが、絵に描いた餅にならないようにしっか

りやっていきましょうとしか言いようがありません。 

○浅香部会長 実は、この１００％については、第１回目の会議のときに私が示した数字

なのです。そのときも、その後も、最終的に数字的には目指すべきものだとは思うのです

けれども、現実的に具体的にパブリックコメントを求めたときに、きっと現実味のない数

字だなというふうなことを言われるねというのは、障がい福祉課とも話し合っていたとこ

ろです。 

 私がこのプランづくりに携わってから他の数字は多少は減ったり増えたりする中で、こ



- 12 - 

 

れはほぼ動いていないような状況だったものですから、行政としての意気込みを示してち

ょうだいということで、当初は６０％だったものを、７０％がいいのか、８０％がいいの

か、１００％がいいのかというのは線引きが難しいところですし、斎藤委員がおっしゃっ

たように、１００％は絶対あり得ない数字だと思うのですが、３年後、また、６年後、こ

れを改定したり新しいプランづくりをする段階で、少しでも近づけるためにこういう数字

を設定しましたということを次の委員に議事録で示しておかないと、何をやっていたのだ

という話にもなりかねないなと思っていました。 

 現在が 40 何％だから６０％を目指しますと言うと、何となく各委員の皆さん方や、私た

ち障がい当事者からするとちょっと物足りない感覚があったものですから、極端な話で１

００％はどうだいという話になって、今回、こういう数字を示していただいたのです。賛

否両論があるのは目に見えて分かっている中、ではという話になるものですから、ほかの

方のご意見も伺いたいと思います。 

○斎藤委員 浅香部会長がおっしゃっていることは非常によく分かりますし、目標として

１００％というのは、ある意味当然だと思います。そのことには、全く異議はありません。 

 ただ、１００％というふうに目標を掲げるのであれば、例えばと言って一例を挙げたわ

けですけれども、この障がい児の調査結果を分析して評価をするという評価の視点がちょ

っとおかしいのではないかなというふうに感じたので、申し上げました。 

 繰り返しになるかもしれませんが、僅か３５９件の回答で何％かの違いというのが、多

分、人数的にすると３人ぐらいの違いでしかないわけで、それを拮抗しているというふう

に捉えて危機感を持つのか、それとも、何人かでも圧倒的多数は差別経験がないというふ

うに捉えてしまうのかによって、行政を担う方の意識というのが大きく変わってしまうの

ではないかなという危機感を少し持ったものですから申し上げました。 

○浅香部会長 それは斎藤委員のおっしゃるとおりで、１００分の１でも虐待などはあっ

てはならない事例でありますし、また、半々の数字に近いからこれは進展しているなとい

う考えもあると思います。 

 うまく言えないのですけれども、石橋委員、そういう考えについていかがですか。 

○石橋委員 北海学園大学の石橋です。 

 今の議論を拝見しまして、私の考えを述べさせていただきますと、まず、私は、大学で

いろいろな調査を行うことがあります。そのときに、学生がアンケート調査などをしたい

ということが結構ありまして、そのときに、要するに、調査項目の設定として聞く人が曖

昧に答えるようなものを問いかけたときには、結果として曖昧な答えしか返ってこない、

そういうふうな答えにどれくらい意味があるのだろうかという問いかけをいつもします。 

 今回、僕がこの調査票の元の数字となるアンケート調査を見たときに、非常に厳しい言

い方になるかもしれないのですけれども、障がいのある方にとって地域で暮らしやすいま

ちであると思いますかというこの問いかけ自体が非常に曖昧ですので、この数字が仮に１

００％になったとしても、この答えに対しての重要性はそれほどないのかなというふうに
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考えます。 

 ただ、今、浅香委員長がおっしゃったような考え方、目指すべき方向といったことにつ

いては、そのとおりだなというふうに思います。 

 では、どうしたらいいのかという提案の話ですけれども、前回、私は欠席していたので、

ちゃぶ台返し的な提案になるかもしれないのですが、そもそもこの成果目標といったとこ

ろに載せるのがよくないのかなと思っています。例えば、普通はこういったところは概念

的で具体的な数字を出さないというのが一般的だと思うのですけれども、それほど皆さん

が重要だというふうな思いで一致するのであれば、今、前半にご提案があった資料１の重

要課題や施策体系といった、より上位の理念を述べるところに、あえて全ての人の理解を

目指すと載せるのも一つの手かなと思いますが、いかがでしょうか。 

○浅香部会長 石橋委員がおっしゃったような、いかがでしょうかというのは置いておい

て、自分なりにまた何かご意見があればお願いします。 

 オンラインの時﨑委員、何かございませんでしょうか。 

○時﨑委員 難しくて、何とも言えないです。すみません。ほかの方にお願いします。 

○浅香部会長 例えば、障がいのある子どもにとって暮らしやすいまちであると思う保護

者の割合が２０２６年で１００％を目指しますということを行政から提案されているので

すけれども、重い障がいをお持ちのお子様をお持ちのお母さんの肌感覚としてどういう思

いがあるかで結構です。 

○時﨑委員 今、お話に出ていたように、この質問が抽象的なので答えにくい部分がある

と思うし、もし答えが１００％の数字に近いということは、本当にみんなそう思っている

のでしょうけれども、どういう答えだったのかというのは曖昧なのかなというのは私も思

いました。 

 例えば、札幌市は、北海道のほかの市町村に比べると、福祉サービスなどもすごく多い

し充実しているので、地域差という面で、ほかの市町村のお母さんたちと話している部分

では満足度は高いし、十分暮らしやすい部分が多いのですよね。 

 ただ、それが本当に私たちが求めていることが満たされているかどうかといったらまた

話は違っていて、前回の会議にも出ていましたけれども、冬は外出しにくいとか、除雪な

どが入ると除雪車が入って家の前に雪山ができてしまって学校になかなか行けなくなって

しまうとか、そういう暮らしにくい部分はやはりまだまだあるので、もし私が暮らしやす

いまちかどうかと聞かれたら、どちらとも言えないというような答えになってしまうのか

なという気はしました。 

○浅香部会長 とても難しいですね。 

 そのほかに何かご意見があればお願いします。 

○原田委員 札幌みんなの会の原田千代子と申します。 

 私は、資料３の１ページの一番上に入所施設の８０人以上の地域移行を目指しますと書

いてあるのですけれども、入所施設の中に入っている仲間は、地域生活でどんなことをし
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ているのか分からないと思います。８０人を出すという目標を立てていますけれども、本

当に達成できるのかなと思っています。 

 やはり、地域生活とは、どういう生活をしているのか、サービスも使えるのか、その福

祉サービスに対しても、ヘルパーとかが使えない入所施設もあるのですけれども、その中

で、地域生活はどうしても障がいを持っている人は暮らしにくいです。 

 やはり、その周りの人からは理解はしてもらえていないと思っていたり、その中で、ア

パート探しでも、理解してくれる周りの人がいてこういう生活もできるのだよという体験

をさせていけば、８０人以上行けるかどうかは分からないのですけれども、でも、目標を

目指すまでのやり取りをきちんとやってほしいなと思っています。 

 この入所施設に入っている人たちに聞いたアンケートでも、本当に分かりやすく説明し

ているのか、ただこれだけだったら入所施設の職員の人が答えているような気がします。

やはり、調査とかアンケートで、難しい言葉とか漢字を上げてくださいといっても、いろ

いろな障がいを持っている人はすぐ答えられないです。時間もかかります。それを何日ま

でに出してくださいと言われても出せないです。 

 ちゃんと意味が分からないと答えることもできないので、そういうときは、本当に分か

りやすい説明をしたり、当事者の気持ちを本当に分かる人を入れて聞きながらしていった

ほうがいいかなと思っています。 

○浅香部会長 そのほかにいかがでしょうか。 

○長江委員 札幌市手をつなぐ育成会の長江です。 

 私も、障がいのある方に対する理解促進で、ここの障がいがある方本人と保護者の暮ら

しやすいまちに１００％というのに関して、周りの理解促進もすごく大事なのですけれど

も、多分、障がいを持った親子さんが望んでいる福祉サービスが多少充実しないと暮らし

やすいまちというのも言えないだろうし、最初の入所のところも、結局、入所施設から外

に出ていって地域で暮らすということは、ヘルパーなどの活用が相当ない限り難しいと思

います。 

 先日、はるにれの勉強会をしたときに、そこまでの体制だったらできるのですねという

ものはあったのですけれども、これを今違うところで私の子どもをそういうような体制で

やっていただけるかといったら、やはりそれは難しい体制だったのですよね。 

 そういうので、促進ということについて、１００％とは言わないのですけれども、やは

り、サービスの向上のところも現行計画で設定の中で、今はヘルパー不足というのがすご

くて、コロナ禍の後なのか分からないですけれども、小さいときから使っている方は継続

して使えるのですが、新規が本当に取れなくて、本当に本人たちの余暇をどういうふうに

していったらいいのかなとすごく思っているのです。 

 目標として１００％というのはすごいとは思うのですけれども、その前にいろいろやら

なければならないことがいっぱいかなと思いました。 

○浅香部会長 ほかにございませんか。 



- 15 - 

 

○近藤副部会長 自立支援協議会から来ました北海道医療大学の近藤です。よろしくお願

いいたします。 

 今いただいた１００％のところは、気持ち的には１００％を目指していただくというの

は重要かなと思いますが、やはり、一回１００％と決めたときに、次期の計画などでやは

り見直そうとなった場合に、１００％よりも下げていくということが見かけという部分で

も何でということになってしまう可能性もあるなと思いながらお聞きしていた部分が１点

あります。 

 あとは、皆さんからのお話を伺っていて、暮らしやすさというところが幾つかの要素か

ら構成されているのだろうなというふうに思いました。例えば、先ほどの重要課題の中で

ありましたバリアフリー環境についてという物理的な側面であったり、心のバリアフリー

という心理的な側面であったり、委員からいただいたようなサービスといったようなソフ

トウェアの側面であったり、いろいろな部分から暮らしやすさというのが構成されている

ので、場合によっては、そういった細分化した目標値を設定するというのも一つの手かな

と思いながら、皆さんのお話を伺っていたところです。 

○浅香部会長 うまく言えなかったのですけれども、今の近藤副部会長の意見は、私も言

いたかったことでした。 

 石山委員、いかがですか。 

○石山委員 私は精神障がい当事者なので、障がいのある方にとって地域で暮らしやすい

まちであるというほうでお答えしたいと思います。 

 暮らしやすいとか暮らしづらい、生きづらいなど、精神障がい者の場合は、よく専門家

の方から生きづらいですよねという話があったりするのですけれども、その暮らしやすい

か、暮らしやすくないかというのは、やはり個人によっても違うし、まだまだ地域にまで

至っていない長期にわたって入院されている患者さんがいっぱいいる中で、地域だけに限

定するのもどうかなと、話がちょっとずれますけれども、そういうことも思ったりしなが

ら聞いていました。 

 地域で暮らしやすい、暮らしやすくないというのは、その本人の思うところであって、

いろいろな制度を利用するということもありますけれども、精神障がい者の場合は、精神

の障がいなので、心のバリアフリーという言い方をされると思うのですが、今日はよく寝

られたとか、今日はよく寝られなかったということで、何か暮らしづらいなと思ったりす

ることも結構あったりして、すごく難しい部分ではあると思うのです。 

 ただ、制度を利用して、朝起きて仕事に行ってご飯を食べて寝てということ、近所の方

と仲よくできてとか、そういう一般的なことがあまり当てはまらないので、一概に暮らし

やすい暮らしにくいというのは、先ほどどなたかが言っていましたけれども、かなり抽象

的だなと思います。 

 目標数値の１００％というのは、それは誰もが目指したいことだと思いますし、思いが

１００％というのも賛同しますけれども、実際に１００％はどの世界でもあり得ないのか
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なと思ったりもします。 

 取り留めのない感じで支離滅裂ですけれども、そんな感じです。 

○浅香部会長 先ほど、原田委員からの例で、８０人が入所から地域移行するときの相談

支援体制について、荒川委員、うまくつなぎ役というか、福祉サービスはこういうふうに

というのはありますか。 

○荒川委員 今日、持込み資料として皆さんにお配りしている札幌市自立支援協議会にお

ける障がいのある方の生活にという白いＡ３判の紙が２枚あるのですけれども、福祉サー

ビスで言うと、ヘルパーがすごく少ないというふうになっております。ヘルパー不足です。 

 訪問系サービスが少ないというところでは、計画作成率も５０％に行っていないですし、

相談員の数もそんなに充足していないということが考えられるかなとは思います。 

 ただ、どのぐらいの数値がいいのかというところも分からない中で今お話ししています

が、ヘルパーは、特に重度訪問介護など重度の障がいの方に対するヘルパーは全市的な課

題かなとは思います。 

 あとは、サービスによっては、特にＢ型などはサービスの事業所数が非常に多いです。

定員割れしている状況です。 

 今、たくさん資料があってすぐに出ないのですけれども、元気さーちで調べてみますと、

Ｂ型事業所が５４０か所ぐらいある中で９割が定員割れしておりますという状況です。定

員割れといっても、１名で定員割れなのか１０名で定員割れなのかというところまで調べ

切れているわけではないのですけれども、相談員としての肌感覚としては、非常に競争が

激化しているような状況があるなと思っております。 

 これは、次の計画検討部会でお話しできたらなと思ってはいるのですけれども、非常に

サービス量の多いものもあれば、非常に少ない訪問系のサービスもあるというところが札

幌市の特徴かなと思っております。 

 あとは、人材不足というところでも、相談員もかなり不足しております。 

 その辺は、多分、札幌市も予算的なことなど、いろいろ考えてくださっているのではな

いかと思いたいという希望もあるのですけれども、サービス度の凸凹というところは解消

できたらなと思っているところです。 

 次の会議の議論になるとは思うのですけれども、今日、３部の資料を持ち込んでおりま

す。６月２３日の厚労省の社会保障審議会の障害者部会の資料の下段にも書いてあります

が、３３ページの事業者指定の仕組みの導入には、必要な条件を付すとあります。私は、

３年前の計画の改定の検討部会も委員になっていたのですけれども、そのときは総量規制

をしないというのが札幌市の見解でしたが、そろそろその辺にてこ入れしたほうがいいの

ではないかなと思っているところです。 

 それから、私から質問がございます。 

 先ほどの地域移行のところに戻りたいと思います。 

 福祉施設の入所者の地域生活への移行に関する目標で、国の目標が６％、札幌市の目標



- 17 - 

 

が４．２％以上というところで、３年間の平均増加率から推計と書かれていまして、この

辺は、多分、悩ましいのかなというところは私も感覚として持っています。 

 重度の障がい者や強度行動障がいの方の受皿がないという中で、どういうふうにそこと

地域移行をうまく両立させていくのかというような問題があるのかなと思っているのです

けれども、その上で、札幌市としては、４．２％以上というこの数字にした理由やお考え

があれば教えていただきたいなと思います。 

○事務局（児玉企画調整担当課長） ここの目標については、前回の目標で国も６％だっ

たのですけれども、これは過去３年間の平均で国が６％と出していて、その目標が達成で

きなかったので、今回も引き続いて６％というのが国の目標でございます。 

 本市におきましては、前回、国と同じく３年平均という数字を出して、それをほぼ達成

できるということで、今回も３年平均で同じ出し方をしているということで、結果４．２％

となったものでございます。 

 これをどうやって取り組んでいくかにつきましては、これまで同様に、グループホーム

などの増やしていく、あとは、ピアサポーターの支援、あとは、直接的ではないかもしれ

ませんが、相談支援事業所の助言をいただくといったようなところを考えております。 

 あとは、次回でありますけれども、新規の事業、例えば、重度障がい者の方のヘルパー

についても考えているところです。 

 確定的なところは言えませんけれども、そういう状況でございます。 

○浅香部会長 ほかにございませんか。 

○松本委員 就労支援推進部会の松本です。 

 まだ意見は早いという感じなので質問です。 

 資料３の２枚目の成果目標④の就労系サービスから２０２１年度から２０２６年度にど

のぐらいの倍率で増やしていくのかという数値についての質問です。 

 まず、波線部分については、北海道の集計後に変わるということなので、まだ変わって

いくのだろうと思いながらも、北海道は集計するだけであって、札幌市は既に札幌市内の

状況を集計して北海道に上げていて、北海道は多分ほかの市町村のものと集計するという

だけの話ですから、札幌市の数字は把握できているはずだよなというところがなぜこうな

っているのかというのが気になったところでございます。 

 加えて、僕が一番聞きたかったのは、就労移行支援や就労継続支援Ａ型のところは、今

のところ、国が示していらっしゃる倍率を下回る数字になっています。ただ、その中でも、

就労継続支援Ｂ型だけは、国の指針が１．２８倍のところを札幌市としてＢ型からの就職

移行は１．５倍と設定されています。ここは何か意味合いがあったり、すごく課題だとい

うふうに札幌市は認識をされていて設定されていらっしゃるのか、聞きたいなというふう

に思っています。 

 まだ意見を言う前段だと思うのですけれども、就労継続支援Ｂ型を利用されている方か

ら、Ｂ型の職員に一般企業の就職を目指したいと相談をしたら、私たちはそんな支援はや
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っていない、ナカポツに行きなさい、自分でハローワークへ行って就職すればいいでしょ

うと言われて反対されるので、内緒でナカポツで就職の支援をしてもらえないかというよ

うな相談が多いのです。 

 また、先ほど荒川委員もおっしゃっていましたが、Ｂ型がどんどん増えて、職員も足り

なければ利用者の確保もできなくてという中で、実は、今日、資料は間違えた印刷で出て

しまっているのですけれども、就労継続支援Ｂ型、Ａ型についても、ご本人が希望すれば、

就職に向けた支援、職場実習、職場定着の支援に努めなければならないとなっているはず

なのです。それなのに、そこが全く努められていない状況で１．５倍というのではなくて、

まずは努めるようにもう少し周知・啓発していただいたり、先ほど荒川委員からお話のあ

った事業所指定や更新のときに、その辺りに努めなければならないということをしっかり

やっていこうねというようなことを言っていただけたらなと思います。 

 質問だけのつもりが意見まで言ってしまいましたが、まず、この１．５倍というＢ型の

数値、なぜＢ型だけぽんと高くなっているのか、何か理由があれば教えていただきたいと

思います。 

○事務局（佐々木事業計画担当係長） １点目のご質問ですが、数値につきまして、いわ

ゆる居住地特例、例えば、Ａ町に住所がある方が大都市の施設や支援サービス、施設入所、

あるいは、サービスを使ったときに、あくまでサービスの提供は元いた現住所の市町村が

行うといった制度上の都合もございまして、市町村ではなく都道府県単位で集計するよう

な形となっておりますので、こちらといたしましては、北海道から後ほど数字をいただく

という形となっております。 

 あとは、Ｂ型につきましては、資料４の２３ページの下段の表をご覧いただきたいと思

います。 

 基本的には、過去、２０１９年から２０２２年度の利用者数、それから、年平均増加率

などを使いまして平均値を算出させていただいております。 

 こちらにございますとおり、札幌市といたしましては、就労継続支援Ｂ型の利用者が非

常に多く、増加もされているというところで、計算上はほかに比べて非常に高く算出され

ているという形でございます。 

○松本委員 そういう意味では、居住地特例があるということは、札幌市の計画だけれど

も、札幌市外の就労継続支援Ｂ型に頑張ってもらわないとクリアできない人もいるという

意味なのですよね。 

○事務局（佐々木事業計画担当係長） はい。 

○松本委員 ねじれた理解ですけれども、Ｂ型の利用者が多いから、結果、倍率も高くせ

ざるを得ないというもともとのずれているところがあるのではないかなという辺りは、次

回以降、また意見させてもらえればと思います。 

○浅香部会長 そのほかにございませんか。 

○石橋委員 私は、若干、この中では門外漢なので、全然とんちんかんなことを質問させ
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ていただくことになるかもしれないのですけれども、実は、仕事柄、病院建築を研究して

いるのです。昨日とおとといはずっと病院などに行っていて、お話を伺うと、やはりよく

聞くのが働き手不足、人の不足、これがどこの病院でも、民間でも、全国的に思った以上

に現場の方は非常に深刻な話だというふうに伺います。 

 先ほど荒川委員がおっしゃったように、質の向上であったり人的な不足といったこと、

当然、こういった目標を設定してそれに注力することは大事ですけれども、やはりこのサ

ービスは基本的には人的資源ですよね。そこの確保といったところが、これまでのこの数

字は若手の人がある程度いるという前提、働き手の人がいるという前提での数字であって、

今、人口がどんどんどんどん減っていって働く人が減っていく中で、本当にこの数字が担

保できるかどうかといったところを考えたときに、達成できるかどうかということは、私

の肌感覚的な意見になるのですが、ちょっと不安に思いました。 

 この辺の数値目標のバックボーンとなるサービスの提供の人的な確保の状況については、

どこまで配慮されているのでしょうか。 

○事務局（児玉企画調整担当課長） 確かに、福祉職場の働き手不足というのは非常に大

きな問題というふうに考えていますが、正直に申し上げまして、決定打というのがなかな

かありません。 

 例えば、今考えているのは、我々が委託している部分については何らかの加算で人件費

の部分を見せていただくといったことと、学校に通っている方について、障がいのサービ

ス分野の魅力をＰＲしていくといったような地道な活動をする程度になっています。 

 ですから、今回、このサービス量を決めるに当たって、人手不足の点については、ある

意味考慮していないのかなと考えております。問題とは考えておりますけれども、直接的

に何とか人を増やしたいというところまでは、正直に申し上げましてなかなか手だてがな

い状態です。 

○石橋委員 分かりました。 

○浅香部会長 ほかにございませんか。 

○荒川委員 障がい児者実態等調査の３０６ページの６の事業所調査の問９で、問８で採

用が困難のためを回答した事業所にという設問がありますが、やはり賃金が低いという回

答になっていまして、先ほどの就労継続支援Ｂ型の定員割れの話とも関連してくるのかな

と思うのですよね。定員を満たしているとそんなに賃金が安く済まなくなるのかなという

ところで、充足していないところは、どうしてもパート就労で賃金が低いというところに

もなってくるのかなと考えると、その辺の事業者の指定の在り方や条件づけなど、限りあ

る人材をどういうふうに有効活用していくかということは札幌市全体として考えていかな

ければならない問題で、正直、同じ福祉現場にいて、あまり悠長に考えてほしくないなと

本当に思っております。どこの法人も非常に工夫して運営しているような状況です。 

 それと、もう一つ付け加えると、今回の秋元市長の公約にも、経済活動を支える人材の

確保・育成に取り組みますというところで、読み上げますと「建設分野のほか、今後も需
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要が見込まれる福祉・医療・介護、保育、観光など人手不足の分野を含めた総合的な人材

確保対策を進めます」となっております。 

 この公約を果たすというところと今回の福祉計画というところをリンクさせないのは、

もったいないのではないかなというふうに思います。 

○浅香部会長 私も、老人施設や福祉の専門学校など、幾つかの法人の理事や評議員をさ

せていただいているのですけれども、福祉に関する学校の生徒は年度ごとにどんどん減っ

て学校が成り立たないと、８０人定員のところが１８名しか応募がないというのが福祉に

関わる専門学校の状況だというふうに聞いています。 

 この間も意見を言わせていただいたのですけれども、保母さんや幼稚園の先生や介護職

の方は圧倒的に女性が多いと思うのですが、一旦、職を離れざるを得ない女性の方がたく

さんおられると思うのです。ですから、その方々にまたカムバックしてもらうという方法

がないものかということで、若干、行政からの助成金もあるらしいのですけれども、いき

なりまた２０年も間隔が開いて介護となると難しいので、施設によって違うと思うのです

が、福祉機器類などの勉強を何十時間かやり直して再就職してもらうという方法もあるら

しいです。 

 また、新聞には、今、保育園や幼稚園の保育士などの５割以上が実際に職に就いていな

いと載っていて私もびっくりしたのです。看護師さんしかり、そういう方に新たな担い手

となってもらえるような施策がどんどん必要になってくるかなというふうに感じています。 

 ほかにございませんか。 

○近藤副部会長 今いただいたサービスの質の部分とも関連してくるかなと思いますし、

前回も少しお話をさせていただいたのですけれども、今回の成果目標⑦で、サービスの質

等の向上の取組を掲げていただいております目標値の部分が成果目標としては結構曖昧な

表現になっているのではないかなと思います。 

 成果目標の⑦は「２０２６年度末までに、障がい福祉サービス等の質の向上を図るため

の取組の実施体制を確保していくほか、事業所支援の取組を推進します」となっていて、

国ですと、体制の構築というところで、ある種で行動目標ではないですけれども、物がで

きたか、できていないかというところで評価ができるような成果が掲げられていますよね。

確かに、その部分は含まれてはいるのですけれども、事業所支援の取組を推進するという

のが、今いろいろな話題で上がってきたような人材の確保の部分がもしかしたら入ってく

るかもしれませんし、そういったところを含めた具体的な成果を達成したのか、しなかっ

たのかというのが少し見えるような目標値になるといいのかなと感じたところでした。 

 具体化していくのが難しい部分ではあるのですけれども、少し検討していただけると、

今上がっていた話題の解決の一助になるのかなというふうに思ったので、発言させていた

だきました。 

○浅香部会長 ほかにございませんか。 

○長田委員 人材不足に関することでお耳に入れておきたいのですが、私がペアレントメ
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ンターとして相談を受けている中で、幼児の親御さんから、幼稚園や保育園で加配をつけ

てくださいとお願いしても、すぐに断られると。それで、児童発達支援には通っているの

ですが、保育園、幼稚園に行けないというお子さんが本当に多いのですよね。現実に増え

てきているし、耳に入ってくることがすごく多くて、そこは本当に現実問題として早く取

り組んでいただくことは必要かと思います。 

○浅香部会長 小さいうちから一緒に遊ぶことによって、障がい理解というものの基礎は

心にも植え付けられますよね。 

 私のことを言ったらあれだけれども、私も小さいときにけがをして足を切断したものだ

から、ずっと仲のいい友達は、おまえのおかげで障がいのある人を見たりしても全然気に

ならないし、地下鉄や電車でもすぐ席を譲る言葉がけができるよと言われます。 

 菅原委員、何かございませんか。 

○菅原委員 皆さんのお話を伺っていて、本当にそうだなと思いました。 

 特に人手不足のところは、私も札家連で相談事業所をやっていますからよく分かるので

すけれども、今、女性の活用ということで、私どもも女性が結構いるのですけれども、産

休を取ったり、それから、その後の育児休暇を取ったりというときにすぐに人を手配しな

いといけないのですが、期間限定の採用となると見つけるのがなかなか難しくて、かなり

綱渡り的な採用になっていつも苦労するのですね。 

 こういうことは、私どもは支援センターで、ほかの相談事業所よりは条件が少し安定し

ているような感じを受けるのか、割と採用は今まで何とかやってこれたのですが、恐らく、

ほかの相談事業所も皆同じ状態だと思うのです。女性が働く環境を整えるというのは事業

者の責務だと思っていますし、これからは男性も育児時間を取ったりするかもしれないけ

れども、女性が多くなると、なかなかのリスクがあって、常に少し余裕を持った運営をし

ていかなければいけないなと感じています。 

 私は、具体的にどこの地域なのか覚えていないのですが、よその自治体では、こういっ

た福祉や介護の人材の派遣みたいなことを行政で少し取り組んでいるというのを聞いたこ

とがあるのです。多分、そこは割と小さい自治体だと思いますし、やはり福祉などは特殊

性があるので、誰でもすぐ来て働けるような状況ではないかもしれませんが、ある程度、

人材の活用に行政の支援がいただけたらなとその記事を読んで感じたのです。 

 私も福祉の医療系の大学に家族会の状況をお話ししに行ったりすることがあるのですが、

精神保健福祉士になりたいという学生が非常に少なくなっていまして、どちらかというと、

介護士を目指す方が増えていると感じております。それはどういうことなのかと伺うと、

賃金の問題だということを聞いていますので、その辺も考慮していただけたらなと非常に

思っております。 

○浅香部会長 そのほかにございませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○浅香部会長 そうしましたら、部会長が悪いから全くまとまりのない議論の会議になっ
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てしまっているのですが、会議はあと２回ございまして、この２回のうち、最後の４回目

の会議はある程度コンクリートしたものを若干の修正ぐらいで済ませたいなと思うので、

次回の３回目が中身の濃い議論になると思うのですけれども、児玉課長、まとまりそうで

すか。 

○事務局（児玉企画調整担当課長） また、皆さんとご相談しながら考えたいと思います。 

○浅香部会長 最初のご挨拶で、このさっぽろ障がい者プランは大切なものだよなんてふ

てぶてしいことを言った割にはまとまり切れない会議になって申し訳ないなと思います。 

 ただ、ご発言していただいた皆さん方の意気は常々感じております。 

 一番最初にご発言していただいた斎藤委員、最後に何かありますか。 

○斎藤委員 多大な混乱を招いてしまって申し訳ございません。 

 どういうふうにまとめるのか、全く見えなくなりました。 

○浅香部会長 斎藤委員、私もそうですけれども、目指す方向は、胸の内はみんな一緒だ

というふうに思っています。やはり、障がい者の福祉の向上をするために、皆さんに議論

を深めていただいていると思っていますので、次回もどんどんご発言をしていただければ

と思います。 

○斎藤委員 １点、課題を整理するために提案したいのですけれども、人材の不足という

ことをテーマにしてしまうと、絶対にまとまらないのではないかなと思います。福祉分野

の人材の確保というのは、それは、それで、一つの大きな課題でテーマですので、それを

計画に織り込むというのは、多分、不可能なことだと思いますので、切り分けて考えて進

めていったほうがいいのではないかなというふうに思います。 

○浅香部会長 ほかにございませんか。 

○荒川委員 次回の事前予告という意味を込めてですけれども、相談支援部会では、重度

の障がい者、特に強度行動障がいの方の住まいの受皿が短期入所も含めてないというとこ

ろで、相談員も調整に非常に苦慮しているような状況です。 

 これは最近の私が体験した話ですけれども、市外の入所施設にいて、そこの施設が人員

不足で十分なケアを受けられないので、札幌に戻ってきたいという相談を受けました。先

ほどの居住地特例ではないですけれども、援護が札幌の方で、かつては市外の入所に入っ

ていた方なのです。 

 また戻ってくるということも考えると、地域移行率もあのぐらいになってしまうのだな

というふうに私としても思っているところではあるのですけれども、そうなったときに、

今、本当に利用したい強度行動障がいの方、８０５０と世間では騒がれている中で、サー

ビスを利用したくてもなかなかできなくて、市外から札幌に戻ってきたけれども、どこに

も行くところがなくてという方とかもいらっしゃるのですよね。 

 どうにかできないかというところでは、たしか札幌市内には５，０００人が住めるぐら

いグループホームの量があると思うのですけれども、実際には重度の方は住めず、今、相

談支援部会の中でも、入所施設、グループホームに調査はしているのですけれども、区分
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２、区分３の方が対象の方が多いのです。 

 というところで、もう少し区分５、区分６の重度の方が受けられるような体制というと

ころで、たしか強度行動障がいの方の研修事業は札幌市も新規で取り組むのかなと思うの

ですけれども、もう少し早めにできるようなものとか、実効性が高い取組に変えていかな

いとなかなか問題は解決しないかなに思っております。 

 またこのお話は次回したいと思いますので、よろしくお願いします。 

○浅香部会長 そろそろ時間になりましたので、以上をもちまして、本日の部会を終了さ

せていただきます。 

 本日は、様々なご意見を本当にありがとうございました。本日予定をしておりました議

題、意見は到底出し尽くしてはいないと思いますけれども、３回目にまたそれぞれご発言

をいただければと思います。 

 限られた時間の中、議事進行にご協力をいただきまして、ありがとうございました。 

 それでは、事務局にお返しいたします。 

 

  ３．閉  会 

○事務局（児玉企画調整担当課長） 本日は、長時間にわたりましてご審議をいただきま

して、誠にありがとうございます。 

 次回の検討会は、８月８日火曜日を予定しております。 

 追って、案内文書等を送付させていただきます。 

 本日の議論は、頭の整理も含めまして、簡単にメモ程度でまとめさせていただいて皆さ

んに送付させていただきたいと考えております。 

 これをもちまして、第２回札幌市障がい者施策推進審議会計画検討部会を終了させてい

ただきます。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

                                  以  上   


